
 
 

  
 

                 

  

                   

     

 

                  

 

 

                                    

           

                      

 

 

 

 

 

                

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          

 

習志野市市民協働こども発達支援推進協議会 

 

１．構成員：市民、関係者、市関係部局課長 

２．掌握事務：市民協働の観点から発達支援施策の総合的な推進及び

実行、並びにひまわり発達相談センターの運営とその評価に関す

る協議を行う。 

３．平成２８年度の取り組み：ソーシャルインクルージョンを推進す

るため、発達支援施策に関する協働型プログラム評価を行う。 

習志野市発達支援 

サポートネットワーク会議 

市民協働こども発達支援推進協議会

の下部組織 

１．構成員：市関係部局の主査級職員 

２．掌握事務：発達支援施策の提案を

行う。 

３．平成２８年度の取り組み： 

市民協働こども発達支援推進協議会

と連携を保ち、発達支援施策に関す

る事業と関係部局との連携について

協議すると共に、発達支援施策に関

する協働型プログラム評価を行う。 

施策の提案 

（事
務
局
） 

障
が
い
福
祉
課
（調
整
・連
絡
） 

政策実施の決定 

・庁議や議会の議決等の過程を踏み、政策・施策を決定する。 

 

発達支援施策の立案

に関する政策体系の

策定を指示 

 

習志野市発達支援施策 

庁内連絡会 

１．構成員：市関係部局の次

長、課長 

２．掌握事務：習志野市の発

達支援施策の推進及び

実行について関係部署

との連絡等を行う。 

第２回 発達支援施策検討会議 事前配布資料３ 

平成２８年度 

本市の発達支援施策の立案体制 本市の発達支援施策の立案体制(案) 

 

（
事
務
局
） 

障
が
い
福
祉
課
（
調
整
・
連
絡
） 

政策実施の決定 

・庁議や議会の議決等の過程を踏み、政策・施策を決定する。 

施策の提案 

発達支援施策の立案

に関する政策体系の

策定を指示 

習志野市発達支援施策検討会議 

・関係部局の次長、課長で構成。 

・習志野市の発達支援施策の総合的な推進を担う。 

・検討すべき施策の立案に伴う調査、研究事項、施策の実行、推進、

関係部署との連絡を行う。 

(仮)習志野市発達支援 

施策評価・検討委員会 

 

・市民をはじめとした 

外部の委員と関係部署

職員による構成。 

・市の関係各課の職員 

で構成されたネットワ

ーク会議が策定した政

策体系の素案について

議論を深め、発セの機 

能をはじめとする市の

発達支援施策の効果・ 

運用に関する評価等に

ついて、協議を行う。 

習志野市発達支援 

サポートネットワーク会議 

 

・発達支援施策検討会議の下部

組織。 

・市民のニーズを具体的に施策

として実践していくために、ア

ウトカムのイメージをつくり、 

数値目標を明確にして、政策体

系を策定する。 

外部 

評価 

（
事
務
局
） 

発
セ
（
調
整
・
連
絡
） 

発セ：ひまわり発達相談センター 

会議

の 

連 

携 

 

会議の 

連 携 

（
事
務
局
） 

ひ
ま
わ
り
発
達
相
談
セ
ン
タ
ー
（調
整
・連
絡
） 

平成 28 年度第 1 回習志野市市民協働こども発達支援推進協議会及び 

平成 28 年度第 2 回発達支援サポートネットワーク会議 （H28.6．30）  資料５ 

 


